
レ

2017 年 4 月 1 日～ 2020 年 3 月 31

2016 )年度 2019 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2019 年度) (2017 年度) (2018 年度) (2019 年度)

％ ％ ％ ％

レ 3.0 ％ 2.8 ％ 7.4 ％ 1.8 ％

3.1 ％ 2.8 ％ 7.4 ％ 3.5 ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
大阪府堺市堺区大浜西町3番地

氏名
株式会社ＩＨＩインフラシステム

代表取締役社長　石原　進

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 24金属製品製造業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに該当する者

事業の概要 鋼製橋梁，水門扉，その他鋼構造物の設計，製作，現場施工および販売

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 4,484 4,812

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 5,056 5,332

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値 直接労働時間数

(2)推進体制

社内の取り組み体制といたしましては、エネルギー管理委員会を設置し、四半期毎にエネルギーに関する進捗報告を行っています。ま
た、電力消費に関するデマンド監視システムを導入すると共に、夏季及び冬季には節電対策期間を設けることにより、効率的な電力の
消費に努めています。

また，堺工場では，安全衛生協議会に協力会社代表者が出席し毎月1回開催しています。その中で，節電対策の周知を行ない，工場全
体で一丸となりエネルギー使用の効率化に取り組んでいます。

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

2019年度の温室効果ガス排出量の削減状況は，基準年度に比べ総排出量が7.3％増加し，直接労働時間は9.2％増加したので原単位とし
ては1.8％の削減だった。3ヶ年では削減率の目標である3％が達成できなかった。これは，2019年度のブラスト工場改修工事の軽油使
用量増大にためだった。ブラスト工場では通常買電を動力に圧縮空気を作っていたが，改修工事により買電を使用できなかった。この
間軽油を燃料とする仮設発電機を使用し，工事期間が当初予定の5ヶ月を大きく超える9ヶ月となり当初の見込みを超える軽油消費と
なった。

他方，平準化補正ベースの削減率目標は3.5％で3ヶ年目標の3.1％を達成できた。これは2019年度下半期の暖冬による空調にかかる電
力消費量の減少等の影響だと思われる。



レ

レ

2017 年 4 月 1 日～ 2020 年 3 月 31

2016 )年度 2019 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2019 年度) (2017 年度) (2018 年度) (2019 年度)

レ 3.0 ％ 6.4 ％ 10.1 ％ 12.3 ％

％ ％ ％ ％

3.0 ％ 8.7 ％ 11.1 ％ 14.7 ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
東京都渋谷区恵比寿1-28-1

氏名
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

代表取締役社長　金杉　恭三

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 67保険業（保険媒介代理業，保険サ－ビス業を含む）

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに該当する
者

事業の概要

国内外において、損害保険事業を営んでおり、大阪府内では、営業拠点、損害サービス
拠点等を展開、また収益用ビル（テナント専用ビル）を所有している。MS&ADグループ
の主要会社として、グループ環境基本方針のもと、企業の環境取組みへの社会的要請や
環境規制に対応し、持続可能な社会の構築に向けて社会課題の解決に貢献する取組みを
推進している。

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 5,134 4,504

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 5,761 4,919

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値 ―

(2)推進体制

・社外委員2名を含むサステナビリティ委員会（委員長：社長）において、環境に関する取組み方針・目標を論議・設定し、エネル
ギー使用量や環境取組みの進捗状況を定期的に確認する（2019年度は3回開催）。
・本社の広報部サステナビリティ推進室が事務局となり、全社員を対象としたサステナビリティ・環境取組みのeラーニングや日常
の環境取組みを社員一人一人が振り返るアンケート等の教育・啓発を実施し、社員の意識向上を図っていく。
・各部支店長が推進委員となっており、サステナビリティ・環境取組を推進する役を担っている。

・社有車でのエコ安全ドライブ推進、エコカー導入、空調・照明等の省エネ機器切替を継続して推進していく。
・ビル・社有車のエネルギー使用量データを社内に開示し、「見える化」による省エネに取り組んでいく。

-

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

MS&ADグループの環境基本方針およびグループの環境マネジメントシステム「MS＆ADみんなの地球プロジェクト」のもと、毎年、電
力・ガソリン使用量の削減目標を設定し、全部支店で環境取組みを推進している。LED照明等の省エネ設備の導入・切り替えや社有
車でのエコ安全ドライブの推進、ハイブリットカー・エコカー導入を促進し、省エネ効果があらわれ、全社的にエネルギー使用量は
削減方向にある。
（2019年度の前年度対比実績：電力▲3.2％、ガソリン▲3.7％（全社ベース））



レ

2017 年 4 月 1 日～ 2020 年 3 月 31

2016 )年度 2019 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2019 年度) (2017 年度) (2018 年度) (2019 年度)

％ ％ ％ ％

レ 3.0 ％ 13.8 ％ 6.9 ％ 8.7 ％

3.1 ％ 13.6 ％ 7.3 ％ 9.1 ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
大阪市北区中之島2-3-18

氏名
株式会社 朝日新聞社

(中之島フェスティバルタワー内) 代表取締役社長 渡辺 雅隆

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 39情報サービス業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに該当する
者

事業の概要
近畿(三重県の一部を含む)、中国(山口を除く)、四国、北陸3県を対象に朝日新聞の朝
刊、夕刊を編集、発行している。また、大阪本社が入る中之島フェスティバルタワー
は、音楽ホール、商業施設、オフィステナントも入居する複合ビルである。

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 12,395 22,581

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 13,436 24,388

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値 延床面積

(2)推進体制

環境を担当する役員を置き、2001年に｢朝日新聞環境憲章｣を制定し、全社を挙げて環境問題の改善に取り組んでいる。大阪本社でも
本社代表を委員長とする｢環境委員会｣を設置し、パートナー会社の協力も得ながら前年度の実施状況のまとめと報告、当年度の行動
計画策定･啓発活動を継続している。

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

大阪本社では、例年通り５月～１０月末までクールビズを実施したほか、一部エリアで空調稼働時間短縮、天井照明の照度低減範囲
の拡大などに取り組んだ。フェスティバルタワーウエストでは、空調設備の設定値見直しにより混合ロスを改善した。それらの結
果、温室効果ガス総排出量を前年度比で約２％削減することができた。



レ

2017 年 4 月 1 日～ 2020 年 3 月 31

2016 )年度 2019 )年度

ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2 ｔ-CO2

ｔ-CO2

(2019 年度) (2017 年度) (2018 年度) (2019 年度)

％ ％ ％ ％

レ 8.5 ％ 6.5 ％ 9.5 ％ -1.5 ％

8.5 ％ 9.1 ％ 10.3 ％ -5.0 ％

％ ％ ％ ％

（ ）

実績報告書

届出者 住所
大阪府大阪市東淀川区小松

氏名
安積濾紙株式会社

４丁目２－１５号 代表取締役　社長　　安積　覚

日（3年間）

特定事業者の主たる業種 14パルプ・紙・紙加工品製造業

該当する特定事業者の要件

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第１号に該当する者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第２号に該当する者

大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第３条第３号イ又はロに該当する
者

事業の概要
濾紙・フィルターの製造、販売を行っており、大阪府内では本社内に１工場と事務所が
ある。

◎　温室効果ガスの削減目標の達成状況

　(1)計画期間

　(3)温室効果ガスの削減目標の達成状況

  (2)前年度における温室効果ガス総排出量

区分 基準年度( 前年度(

温室効果ガス総排出量 4,156 3,811

温室効果ガス総排出量（平準化補正後） 4,433 4,203

植林、緑化、森の保全による二酸化炭素の吸収量 0

　　（温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値を複数設定した場合の設定方法）

区分
削減目標 第1年度 第2年度 第3年度

選択
削減率（排出量ベース）

削減率（原単位ベース）

削減率（平準化補正ベース）

吸収量による削減率

　　温室効果ガスの排出に係る原単位の設定内容（目標削減率(原単位ベース)を選択した場合のみ記入）

　　温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値 濾紙の生産面積

(2)推進体制

・安積濾紙（本社）ではISO14001を認証取得しており、全社的に温暖化対策を初めとした環境改善活動を推進　　しています。
・代表取締役　社長をISO責任者とした環境マネジメントシステムを構築し、毎月、環境改善活動進捗状況の報告がなされています。
また、ISO14001に基づき、改善活動に必要な教育訓練は計画的に行われています。本体制を継続します。

◎　事業活動に係る温室効果ガス排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化対策

　(1)温室効果ガスの削減状況についての見解(計画の最終年度に目標が達成できなかった場合、その理由)

電気：製品歩留の向上を目的とした施策を実施することにより、
      原単位ベースのCO2排出量の削減を図る。
ガス：使用量が増加しないよう、維持する（維持管理項目）
第3年度の削減率がマイナスとなったのは、生産歩留低下が主な原因と考える。


